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＊ 消費者団体訴訟制度って？
適格消費者団体が消費者にかわって、「事業者の不当な行為（不当な勧誘、
不当な契約条項など）をやめさせるように裁判で請求ができる制度」です。

なくす会の活動を

支えてください。

Ｑ． 私たち消費者が出来ることは？
Ａ．① 身の回りの被害（大げさな広告、高す

ぎる解約料、消費者に不利な契約書）
の情報を提供
②なくす会の会員になること
③寄附をすること

取り組んだきっかけは
消費者からの情報提供

でした

不当な契約 ・

「うそつき表示」 等

事業者への不当行為

へ改善申入れ

改善の申入れを

受け入れない

事業者へは

訴訟を提起！

Ｑ . 被害にあったら助けてくれるの？
Ａ . 消費者の個別の救済はできません。

でも、事業者に差止訴訟等を行うことによって、同一事業者による
消費者被害の広がりを食い止めることにつながります。

　なくす会では、2010 年 5 月に埼玉県内の着物レンタル事業者の
不当なキャンセル条項の使用差止請求訴訟をし、和解が成立。
　消費者にとって、不当なキャンセル条項が改善され、以降の被害拡大
を防ぐことができました。


